
北海道および函館市 宿泊税の導⼊について 
 

北海道・函館市では 

2026 年 4 ⽉ 1 ⽇宿泊分より宿泊税が導⼊されます。 

 

ご宿泊頂くお客様には、宿泊料⾦に応じた宿泊税を別途ご負担頂きます。 

・宿泊税はお 1 ⼈様 1 泊あたり課税されます。 

・⼤⼈様、お⼦様ともに⾦額は同額となります。（添い寝幼児様は除く） 

・チェックイン時にお⽀払い頂きます。 

 

■宿泊税⾦額（お 1 ⼈様 1 泊あたり） 

・宿泊料⾦ 20,000 円未満 200 円 

・宿泊料⾦ 20,000 円以上〜50,000 円未満 400 円 

・宿泊料⾦ 50,000 円以上〜100,000 円未満 1,000 円 

・宿泊料⾦ 100,000 円以上 2,500 円 

※税額は北海道と函館市の宿泊税の合計額です。 

 

詳しくはスタッフまでお問い合わせください。 

ご理解とご協⼒の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道宿泊税について 
https://hokkaido-shukuhakuzei.pref.hokkaido.lg.jp/ 
 
 
 

函館市宿泊税について 
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025030700209/ 

 
 






